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衆

議
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議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
内
山
晃
君
提
出
離
婚
時
年
金
分
割
に
よ
る
振
り
替
え
加
算
の
支
給
停
止
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書

を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
内
山
晃
君
提
出
離
婚
時
年
金
分
割
に
よ
る
振
り
替
え
加
算
の
支
給
停
止
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
振
替
加
算
は
、
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）
に
よ
り
、
被
用

者
の
配
偶
者
を
国
民
年
金
の
強
制
加
入
の
対
象
と
し
、
同
法
の
施
行
後
に
お
け
る
国
民
年
金
の
被
保
険
者
期
間
に
基
づ
き
、

老
齢
基
礎
年
金
を
支
給
す
る
仕
組
み
と
し
、
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
に
支
給
さ
れ
て
い
た
配
偶
者
に
係
る
加
給
年
金
を

廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
際
に
、
一
定
年
齢
以
上
の
配
偶
者
は
国
民
年
金
の
被
保
険
者
期
間
が
短
く
、
老
齢
基
礎
年
金
が
低
額

と
な
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
に
よ
り
生
計
を
維
持
さ
れ
る
配
偶
者
に
対
し
、
扶
養
的

な
見
地
か
ら
支
給
さ
れ
て
い
た
加
給
年
金
の
額
を
配
偶
者
の
老
齢
基
礎
年
金
に
振
り
替
え
て
加
算
す
る
制
度
と
し
て
導
入
さ

れ
た
も
の
で
あ
り
、
当
該
配
偶
者
に
対
す
る
扶
養
的
な
要
素
を
含
む
も
の
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
当
該
配
偶
者
自
身
の
厚
生
年
金
の
被
保
険
者
期
間
の
月
数
が
二
百
四
十
以
上
と
な
り
、
こ
れ
に
基
づ
き
算
定

さ
れ
た
老
齢
厚
生
年
金
の
額
が
老
齢
基
礎
年
金
の
額
に
上
乗
せ
し
て
支
給
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
配
偶
者
を
独
立
し
た
年

金
受
給
権
者
と
考
え
、
そ
の
老
齢
厚
生
年
金
の
額
の
多
寡
に
か
か
わ
ら
ず
、
扶
養
的
な
要
素
を
含
む
振
替
加
算
の
対
象
と
し

な
い
も
の
で
あ
る
。

一



一
方
、
御
指
摘
の
離
婚
時
年
金
分
割
は
、
離
婚
等
の
当
事
者
の
一
方
の
者
に
つ
い
て
、
そ
の
者
の
老
後
の
所
得
保
障
の
観

点
か
ら
、
そ
の
者
の
配
偶
者
で
あ
っ
た
者
の
事
情
に
よ
る
こ
と
な
く
年
金
の
支
給
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
よ
う
、
そ
の
者

の
配
偶
者
で
あ
っ
た
者
の
保
険
料
納
付
記
録
を
分
割
す
る
制
度
で
あ
る
が
、
御
指
摘
の
第
二
号
改
定
者
に
つ
い
て
も
、
同
様

の
考
え
方
に
基
づ
き
、
離
婚
時
年
金
分
割
に
よ
り
第
一
号
改
定
者
か
ら
そ
の
保
険
料
納
付
記
録
の
分
割
を
受
け
、
そ
の
結
果

、
二
百
四
十
か
月
以
上
と
な
っ
た
厚
生
年
金
の
被
保
険
者
期
間
に
基
づ
く
老
齢
厚
生
年
金
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
は
、
扶
養

的
な
要
素
を
含
む
振
替
加
算
の
対
象
と
し
な
い
も
の
で
あ
る
。

二


